
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成25年　神奈川県規則第12号

（給付金の種類）
第１条　児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年神奈川県条例第５号。以下「条例」という。）第16条に規定する規則で定める給付金は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第12条の２の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金（平成23年厚生労働省告示第374号）に定める給付金とする。
（乳児院の長の資格）
第２条　条例第29条第１項第４号に規定する規則で定める者は、次に掲げる期間の合計が３年以上である者とする。
(1)　 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第12条の３第２項第４号に規定する児童福祉司（第８条第１号において「児童福祉司」という。）となる資格を有する者にあっては、児童福祉事業（国、都道府県又は市町村の内部組織における児童福祉に関する事務を含む。）に従事した期間
(2)　社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、社会福祉事業に従事した期間
(3)　社会福祉施設の職員として勤務した期間（前２号に掲げる期間に該当する期間を除く。）
（母子生活支援施設の長の資格）
第３条　条例第37条第１項第４号に規定する規則で定める者は、前条各号に掲げる期間の合計が３年以上である者とする。
（保育所の設備等）
第４条　条例第44条第８号イ（条例第43条第１項において準用する場合を含む。）に規定する規則で定める施設又は設備は、別表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備とする。
２　条例第44条第８号エ（条例第43条第１項において準用する場合を含む。）に規定する規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。
(1)　スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
(2)　調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
（保育の内容）
第５条　条例第48条（条例第43条第１項において準用する場合を含む。）に規定する規則で定める指針は、保育所保育指針（平成20年厚生労働省告示第141号）に定める指針とする。
（児童養護施設の長の資格）
第６条　条例第58条第１項第４号に規定する規則で定める者は、第２条各号に掲げる期間の合計が３年以上である者とする。
（情緒障害児短期治療施設の長の資格）
第７条　条例第92条第１項第４号に規定する規則で定める者は、第２条各号に掲げる期間の合計が３年以上である者とする。
（児童自立支援施設の長の資格）
第８条　条例第100条第１項第４号に規定する規則で定める者は、次に掲げる期間の合計が５年以上（厚生労働省組織規則（平成13年厚生労働省令第１号）第622条に規定する児童自立支援専門員養成所が行う児童自立支援専門員として必要な知識及び技能を習得させるための講習の課程を修了した者にあっては、３年以上）である者とする。
(1)　児童福祉司となる資格を有する者にあっては、児童福祉事業（国、都道府県、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市又は児童福祉法第59条の４第１項の児童相談所設置市の内部組織における児童福祉に関する事務を含む。）に従事した期間
(2)　社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、社会福祉事業に従事した期間
(3)　社会福祉施設の職員として勤務した期間（前２号に掲げる期間に該当する期間を除く。）
（児童自立支援専門員の資格）
第９条　条例第101条第４号に規定する規則で定める者は、前条各号に掲げる期間の合計が２年以上である者とする。
２　条例第101条第５号に規定する規則で定める者は、前条各号に掲げる期間の合計が５年以上である者とする。

附　則
　この規則は、平成25年４月１日から施行する。
別表（第４条関係）
	階
	区　分
	施　設　又　は　設　備

	２階
	常　用
	１　屋内階段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　屋外階段

	
	避難用
	１　建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第123条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第１項各号に規定する構造の屋内階段を設ける場合には、保育所の建物の１階から２階までの部分の当該階段については、同項各号に規定する構造とするほか、屋内と階段室とをバルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第３項第２号、第３号及び第９号に規定する構造とする。）
２　待避上有効なバルコニー
３　建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第７号の２に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
４　屋外階段

	３階
	常　用
	１　建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内階段
２　屋外階段

	
	避難用
	１　建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第１項各号に規定する構造の屋内階段を設ける場合には、保育所の建物の１階から３階までの部分の当該階段については、同項各号に規定する構造とするほか、屋内と階段室とをバルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第３項第２号、第３号及び第９号に規定する構造とする。）
２　建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
３　屋外階段

	４階以上
	常　用
	１　建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内階段
２　建築基準法施行令第123条第２項各号に規定する構造の屋外階段

	
	避難用
	建築基準法施行令第123条第２項各号に規定する構造の屋外階段








